
問　

キ
ラ
メ
ッ
セ
ぬ
ま
づ
に
か
わ
り
、

新
た
に
展
示
イ
ベ
ン
ト
施
設
の
整
備
を

計
画
し
て
い
る
が
、
そ
の
整
備
方
針
は
。

答　

新
展
示
イ
ベ
ン
ト
施
設
に
つ
い
て

は
、
東
部
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

整
備
事
業
に
よ
り
、
県
が
建
設
す
る
会

議
場
施
設
と
の
一
体
的
な
利
用
を
図
る

た
め
、
新
た
に
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
建
設
に
当
た
っ
て
は
、
課
題
と
な

っ
て
い
る
音
響
・
照
明
等
の
改
善
や
ス

ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
も
可
能
と

な
る
よ
う
整
備
す
る
と
と
も
に
、
事
業

費
の
抑
制
に
で
き
る
限
り
努
め
て
い
く
。

問　

新
貨
物
駅
用
地
の
取
得
に
向
け
た
、

地
権
者
と
の
話
し
合
い
の
経
過
を
踏
ま

え
た
今
後
の
対
応
は
。

答　

新
貨
物
駅
用
地
の
取
得
に
当
た
り
、

地
権
者
と
の
話
し
合
い
に
よ
る
円
満
解

決
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
年
十
二
月

に
一
回
目
の
話
し
合
い
を
行
い
、
平
成

二
十
一
年
一
月
に
次
回
の
開
催
を
依
頼

し
た
が
、
地
権
者
と
自
治
会
の
代
表
か

ら
は
、
鉄
道
高
架
事
業
の
根
本
的
な
見

直
し
を
し
な
い
限
り
応
じ
ら
れ
な
い
と

一
方
的
に
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

大
変
残
念
で
あ
り
、
困
惑
し
て
い
る
。

本
用
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
既
に
約

七
割
の
地
権
者
か
ら
協
力
を
得
て
お
り
、

多
く
の
市
民
か
ら
事
業
推
進
の
声
も
あ

る
中
で
、
こ
れ
以
上
の
遅
延
は
許
さ
れ

な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十

年
九
月
議
会
に
お
い
て
、
土
地
収
用
法

第
三
十
五
条
に
係
る
調
査
費
用
の
補
正

予
算
議
案
を
上
程
し
、
可
決
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
本
予
算

を
執
行
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

新
貨
物
駅
用
地
の
取
得
に
向
け
た

今
後
の
対
応
は

北
辰
会

本特別委員会は、2月28 日に審査を行い、いずれの案件も賛否両

論の意見が出されました。

江本浩二議員に対する懲罰の動議及び梅沢弘議員に対する懲罰の

動議については、起立採決の結果、いずれも戒告の懲罰を科すべき

ものと決しました。これを受け、3月19 日の本会議において、起立

採決の結果、いずれも起立者多数で委員会審査の結果のとおりと決

したため、江本浩二議員、梅沢弘議員に対し、議長がそれぞれ戒告

文を読み上げました。

また、浅原和美議員、曳田卓議員に対する処分の要求については、

起立採決の結果、いずれも懲罰を科すべきでないと決しました。こ

れを受け、3月19 日の本会議において、起立採決の結果、いずれも

起立者多数で委員会審査の結果のとおりと決しました。

懲罰特別委員会を設置し、「7 番　江本浩二議員に対する懲罰の動議」、「5 番　梅沢弘議員に対する懲罰の

動議」及び「浅原和美議員、曳田卓議員に対する処分の要求」を次の 12 人の委員により審査しました。

戒  告  文

　去る2月26日の本会議において、行われた一

般質問における個人質問の発言中、7 番　江

本浩二議員の言動の一部は、沼津市議会の品

位を汚すものであり、沼津市議会会議規則第

145条に規定する品位の尊重に違反するもので

ある。

　よって、地方自治法第135 条第1 項第1 号の

規定により、戒告する。

戒  告  文

　去る2月25日の本会議において、行われた一

般質問における代表質問の発言中、5 番　梅

沢弘議員が質問された事項のうち、主観に基

づき、断定的に他市の市政に関する事項を批

判し、引用したことは、沼津市議会の品位を

汚すものであり、沼津市議会会議規則第145

条に規定する品位の尊重に違反するものであ

る。

　よって、地方自治法第135 条第1項第1号の

規定により、戒告する。

委 員 長　 城内　　務　　　　副委員長　 井口　哲男

委　　員　 渡部一二実　　　　委　　員　 山下富美子

委　　員　 殿岡　　修　　　　委　　員　 頼重　秀一

委　　員　 山崎　勝子　　　　委　　員　 岩崎　英亮

委　　員　 深瀬　　勝　　　　委　　員　 鈴木　秀郷

委　　員　 野田　久雄　　　　委　　員　 滝口　文昭

懲罰特別委員会を設置

未
来
の
風

新
展
示
イ
ベ
ン
ト
施
設
の
整
備
は▲ 新展示イベント施設を初めとする東部コンベンション

　 センターの整備計画が進められている沼津駅北地区

4

ぬ ま づ 議 会 だ よ り




